令和8年度　　　　　韮崎市未熟児養育医療給付制度のご案内
発育が未熟なまま生まれた赤ちゃんの入院医療に必要な医療費の一部を助成する制度です

対象となる方
指定養育医療機関の医師が、出生後、入院養育を必要と認めた乳児（１歳になるまで）
＊退院後の再入院は対象となりません。

申請に必要なもの　≪☆印は、市より記入用紙をお渡しする書類です。≫
　☆養育医療給付（継続）申請書
　☆養育医療意見書　＊指定養育医療機関の医師が記入したもの
　☆世帯調書（世帯の住民税課税状況を確認します。）
☆委任状
♪申請者、世帯構成員、扶養義務者の個人番号（マイナンバー）が確認できるもの
　　世帯調書記載された個人番号を確認するために使用します。
♪住民税課税証明書（世帯調書作成のために使用します。）
診療開始日のより当該年が変わります。
（養育医療意見書に記載された診療予定期間の始期のこと）
　　１月～６月に診療開始する場合：前年度、令和7年度住民税課税証明書
　　７月～１２月に診療開始する場合：今年度、令和8年度住民税課税証明書
＊生計を同一する扶養義務者全員分の収入・所得、各種控除額、市県民税額が記載されたもの
＊ただし、韮崎市のシステムで市民税額が確認できる方は省略できます。
（韮崎市のシステムで市民税額が確認できない方）
課税の基準となる年の１月１日に韮崎市に住民登録がない方
　　　・令和7年度住民税課税証明書：令和7年１月１日以降に転入された方
[bookmark: _GoBack]　　　・令和8年度住民税課税証明書：令和8年１月１日以降に転入された方
　　　→前住所地で住民税課税証明書を取得してきてください。
　　＊生活保護世帯の場合は、生活保護の受給世帯であることの証明書
　♪お子様の健康保険証番号の分かるマイナポータルの画面のコピー等
　♪韮崎市子ども医療費助成受給者証
　♪印鑑

　　申請後
　　申請から約２週間程度で「養育医療券」が交付され、申請者へ郵送されます。医療機関へは医療券の
写しを郵送します。届きましたら入院先の養育医療機関の窓口に提示してください。

　有効期間
「養育医療券」には、医師の意見書に準じた有効期間があります。１歳未満の乳児が対象ですので、最長で１歳の誕生日の前々日までとなります。ただし、養育医療は入院医療が対象ですので、退院後の通院や再入院は対象外となります。
